
目

次

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
一

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
二

公

告

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
地
域

県

民

局
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

株
式
会
社
な

で
し
子

東
京
都
中
央
区
銀

座
七
丁
目
一
五
の

八
タ
ウ
ン
ハ
イ
ツ

銀
座
四
〇
六

訪
問
介
護
撫
子
ケ
ア
セ

ン
タ
ー

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
藤
崎
字
西
村

井
三
二
の
一

令
和五･一二･
一

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
六
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
十
九
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

M’s
い
し
か
わ
薬
局

弘
前
市
大
字
石
川
字
石
川
一
〇
三
の

五

令
和五･一一･一四

ア
サ
ヒ
調
剤
薬
局

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
浜
名
字
中
宇

田
一
の
二
〇

〃

青
森
県
報
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第
六
百
九
十
号

令
和
五
年

十
一
月
二
十
二
日

（
水
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
七
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

氏

名

勤

務

す

る

病

院

等

診

療

科

目

指

定

年
月
日

名

称

所

在

地

𠮷
川

圭

青
森
県
立
さ
わ

ら
び
療
育
福
祉

セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
中
別

所
字
平
山
一
六
八

整
形
外
科
（
肢
体
不
自

由
）

令
和五･一二･
一

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

つ
が
る
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
つ
が
る
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

株
式
会
社
鳥
谷
部
ラ

イ
ス
セ
ン
タ
ー

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
中
岫
村
ノ
上
九
の
二
ほ
か

三
筆

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
オ
オ
ツ
ギ
ホ
ー
ム

二

代
表
者
の
氏
名

太
田
次
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
淋
城
五
〇
の
一
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
〇
）
第
一
六
六
九
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
十
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可
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屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建

設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
五
年
十
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ
Ｐ

二

代
表
者
の
氏
名

成
田
郁
夫

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

平
川
市
本
町
村
元
三
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
二
〇
〇
四
九
二
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
十
一
月
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
及
び
舗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
五
年
八
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
佐
野
水
道
設
備

二

代
表
者
の
氏
名

佐
野
勝
貴

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
稲
吉
三
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
四
）
第
五
〇
〇
六
五
九
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
十
月
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
五
年
十
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

コ
ベ
ル
コ
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

山
田
泰
司

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
二
六
一
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
四
）
第
五
〇
〇
四
〇
二
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
十
月
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
五
年
十
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
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認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
北
商

二

代
表
者
の
氏
名

伊
藤
泰
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
大
字
三
沢
字
下
久
保
五
九
の
三
八
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
〇
）
第
一
三
九
四
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
十
月
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
五
年
十
月
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

田
中
電
設

二

氏
名

田
中
直
人

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
下
平
二
〇
二
の
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
五
〇
〇
〇
三
七
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
十
一
月
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
及
び
電
気
通
信
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
五
年
九
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
田
嶋
建
装

二

代
表
者
の
氏
名

田
嶋
義
春

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
深
持
字
南
平
一
九
二
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
八
〇
三
八
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
十
一
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
及
び
内

装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
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建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
成
田
Ｄ
Ａ
Ｍ
起
業

二

代
表
者
の
氏
名

成
田
記
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
大
字
三
沢
字
下
久
保
四
一
の
四
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
五
〇
〇
三
三
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
十
一
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業

に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

岩
切
工
業

二

氏
名

岩
切
智
志

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
品
ノ
木
三
四
の
六
三
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
六
〇
〇
二
一
〇
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
十
一
月
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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目
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所
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目
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